
平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日
受
領

答

弁

第

二

四

号

内
閣
衆
質
一
九
〇
第
二
四
号

平
成
二
十
八
年
一
月
十
九
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
広
島
及
び
長
崎
に
原
爆
を
投
下
し
た
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
政
府
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
広
島
及
び
長
崎
に
原
爆
を
投
下
し
た
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
政
府
の
認
識
等
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ハ
ー
グ
法
」
が
、
国
際
人
道
法
の
一
分
野
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
講
学
上
用
い
ら
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
ハ

ー
グ
法
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
一
般
的
に
は
、
武
力
紛
争
下
に
お
け
る
害
敵
手
段
等
の
規
制
に
関
す
る
国
際
法
規
を
い
う
も

の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る

我
が
国
と
し
て
は
、
原
爆
の
悲
惨
さ
や
、
核
の
惨
禍
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
八
月
十
四
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
三
七
二
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に

つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。


